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公共物への落書きは犯罪です！
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令和７年全国地域安全運動
１０月１１日は、皆さんの防犯に対する意識と理解を深め、

犯罪に強い社会を目指す活動をする
「安全安心なまちづくりの日」

です。
○子供と女性の犯罪被害防止
○特殊詐欺、ＳＮＳ型投資詐欺・ロマンス詐欺の被害防止

を重点として、安全安心なまちづくり
のために、一人一人が出来る範囲で地
域安全運動に取り組みましょう。
積極的な参加をお願いします。

運動期間は
１０月１１日～１０月２０日です。

最近、管内の
橋やトンネルの壁

などにスプレーなどで書かれた落書きが目
立ちます。
橋や学校など、公共の物や建物にスプレ

ーなどで落書きをすれば、
器物損壊罪又は建造物損壊罪

という犯罪になる可能性があります。
軽い気持ちでの落書きはやめましょう。
また、落書きをしている人を見かけた場

合は、すぐに１１０番通報するようお願い
します。

中央交番管内
令和７年９月までの
事件発生状況
（令和７年９月４日現在）

万引き １ ４件
車上狙い ２件
自転車盗 ４件
器物損壊 ５件
その他窃盗 １６件
当て逃げ ２５件

自転車での交通違反が増え
てます！！
《自転車安全利用五則》

①自転車は、車道が原則、歩
道は例外

②車道は左側を通行
③歩道は歩行者優先で、車道
寄りを徐行

④安全ルールを守る
⑤大人も子どももヘルメット
を着用

ながらスマホしていませんか？
暗くなったらちゃんとライトをつけ

ていますか？

北海道警察の公式防犯アプリ
として「ほくとポリス」があり
ます。
光や音で周りの人に助けを求め
る等色々な機能があります。
ぜひインストールしてご利用

ください。
ご利用の方はこのＱＲコード

を読み込んで下さい。
アップル用 アンドロイド用

北海道警察公式防犯アプリ

「ほくとポリス」


